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顧 客 取 引 契 約 書 （店頭外国為替証拠金取引用）  

顧客（口座開設申込書に同意し署名欄に署名する方をいい、以下「顧客」という）は、

ゲインキャピタル・ジャパン株式会社（以下「当社」という）が顧客に対し提供する店頭

外国為替（証拠金）取引、その他金融商品取引法第 2 条第 8 項第 4 号並びに同条第

22 項で定められた店頭デリバティブ取引（以下上記を総称して「取引」という）を行うに

当たり、金融商品取引法・犯罪による収益の移転防止に関する法律・暴力団員による

不当な行為の防止等に関する法律及び関連法令・政省令・府令、許認可、取引所ま

たは自主規制団体諸規則等適用法規制等並びにその他の法令諸規則及び当該取

引市場に於いて通常行われている商慣行等（以下これらを総称して「適用法規制等」）

という）を遵守し、かつ自らの判断と責任において取引を行うものとします。当社は、自

身、当社カバー先または当社もしくは当社カバー先が提携する第三者等（以下「提携

第三者」）への委託により顧客へ提供または貸与される取引プラットフォーム、マイアカ

ウント Web ページ他取引にかかわるシステム、ソフトウェア、プログラム、データベース、

機器装置等（以下「取引システム」という）を通じて顧客に対し取引を提供します。顧客

は、当社との間で取引を行うにあたり、この顧客取引契約書（以下「本契約」）、「お取

引前の重要事項説明」「店頭デリバティブ取引に係るご注意」並びにこれらに関連する

付属合意書及び当社がホームページ等で別途開示している個人情報保護方針、サイ

トポリシー他（変更、追加、訂正される場合も含む）（以下「関連説明書等」）の各条項

及び条件を了承するものとします。 

1. 定義 

本契約または関連説明書等において使用されている専門用語は、当社のホームペー

ジ（jp.forex.com）上の用語解説において定義されています。 

2. 提供サービス 

本契約並びに関連説明書等の各条項及び条件に則り、当社への口座開設申込に対

する当社の承諾を条件として、当社は、顧客名義の口座を 1 つまたは複数維持し、顧

客との間で取引を行います。また、取引の中には、適用法規制等に則して、将来にお

いて適宜顧客への提供を決定する商品及びその他のサービスが含まれます。本契約

に別段の定めがない限り、当社と顧客間において締結された全契約並びにその他関

連の取引や契約には、適宜修正される本契約または関連説明書等の条項が適用され

るものとします。 

 



顧客取引契約書（店頭外国為替証拠金取引用）2 
 

3. 表明及び保証 

本契約並びにその他当社と顧客間において契約が締結された日、顧客の口座におけ

るその他の取引日付、及び本契約または関連説明書等が改訂または修正された日付

で、顧客は、当社に対し、次の通り、表明並びに保証し、次の事項について同意しま

す。 

3-1. 顧客が自然人である場合には、顧客は健常な精神状態にあり、成年（20歳）であ

り、法律上の行為能力を有しています。 

3-2. 顧客が自然人でない場合には、 (i) 顧客は、顧客の組織(法人)に対する管轄権

を有する適用法に基づき正当に設立され有効に存続しており、(ii)本契約並びに本契

約に基づき意図されている全契約及びその他の取引の締結並びに引渡、並びに、本

契約並びに本契約に基づき意図されている全契約及びその他の取引が意図する全

ての義務の履行が、顧客により正当に承認されかつ正当に権限が付与された者により

行われており、かつ、 (iii) 顧客に代わり本契約に基づき意図されている全契約及び

その他の取引を締結並びに引渡し、顧客に代わり本契約に基づき意図されている全

契約及びその他の取引によって生じる義務を履行する者それぞれが、当該行為につ

いて顧客により正当に権限が付与されています。 

3-3.本契約並びに本契約に基づき意図されている全契約及びその他の取引の顧客

による締結並びに引渡、並びに、本契約並びに本契約に基づき意図されている全契

約及びその他の取引が意図する顧客の義務全ての履行が、適用法規制等または定

款に違反していません。なお、顧客は本契約の締結に則り開設した口座を違法行為

に使用しません。 

3-4. 顧客は、本契約に基づき当社に付与される担保権を除き、顧客の口座について

完全な権利を有します。顧客は、当社の事前の書面による同意なしに、第三者に対し

（本契約に基づき当社に付与される担保権を含めて）当社の顧客の口座又は当該口

座に係る権利を第三者に譲渡、継承又は質権・抵当権等の担保権の付与を行ってお

らず、また、将来もこれらの行為を行いません。 

3-5. 顧客は、当社のために差し入れられた担保に実効性をもたせるため、または担

保に関する当社の権益を保護するために、当社の独自の裁量により、当社が必要また

は望ましいと判断した全ての文書を締結、引渡し、全ての通知、申請その他の行為を

行います。 

3-6. 顧客は、本契約並びに関連説明書等を熟読の上、記載の各条項並びに条件を

理解し同意しました。顧客は、本契約に規定される条項が改訂される毎に、その内容

を検討することとします。そのうえで、顧客は、当社の改訂済条項を承認しない限り、

顧客の口座において取引を行わないものとします。そして、顧客は、取引を実行する

際には、当該取引時点で有効となっている改定済本契約及び関連説明書等を熟読し
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その内容を理解し、かかる各条項並びに条件を承諾したものとみなされることに同意し

ます。 

3-7. 顧客は、 (ⅰ) 少なくとも 6 ヶ月間、当社またはその他の為替取扱業者と取引を

実行したことがあるか、あるいは、または、 (ⅱ) 顧客は、ウェブサイト上で利用可能な

デモ取引システムで取引を行うことに同意し、当社の独自の判断において、顧客がデ

モ取引システム上で十分に取引できるまで、実際の取引を顧客の口座において実行

することを、当社が許可しない場合があることを了承します。 

3-8.将来において当社の判断によって、グループ会社を含めた承継会社に口座を継

承する場合、当該判断の時点において、当社の要望がある場合に、承継会社に口座

移管することに顧客は同意するものとします。 

3-9. 顧客の取引経験及び投資知識に関する情報を含む、顧客によって当社に提供

された全ての顧客にかかる情報は、真正かつ正確で完全なものであることを表明して

保証し、顧客は、当該情報に変更が生じた場合には、直ちに当社に通知するものとし

ます。 

3-10. 顧客は自らが反社会的勢力（適用法規制等で定義されている社会秩序、市民

の安全等を害する行為を行う個人並びに法人・団体・結社・集団（この号以下「集団」）

及びこれらと社会的に非難される関係を有すると認められている個人及び集団）でな

いこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力

を名乗るなどして当社の名誉、信用を棄損し業務の妨害や当社に対する不当要求を

行わないこと、顧客が法人においては、出資者、役職員の他顧客の業務を推進する

個人または法人が反社会的勢力の構成員または関係者でないことを表明し保証す

る。 

4. 取引 

顧客は、本契約の各条項の同意を条件として、当社が顧客に提供する取引システム

を通じて行う方法により、顧客の口座内の資金をもって、当社との間で取引を行うこと

ができます。顧客は、当社が、顧客によって権限が付与されていると当社が独自に判

断する者から当社に対する顧客のパスワード及び口座番号で特定されるコンピュータ

ー上または口頭及び書面による指示並びに注文（これらを含むがこれらに限らない）

に関して、一切の責任を負うことに同意します。当社は、上記により権限が付与されて

いる者についての追加質問を行う責任を有しないものとし、同時に当該指示もしくは上

記の者の権限を信頼して当社が実行した、または実行しなかった行動の結果に対して

何ら責任を負わないものとします。 
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4-1. 価格情報 

当社は、顧客と取引を実行するための買値及び売値を取引システム上で提示します。

各買値または売値は、特定の引渡日があるスポット契約に相当するものとしますが、提

供商品により契約形態並びに引渡日は異なる場合があります。上記価格は取引の際、

市場で用いられる買値及び売値と同じ値を提示していますが、通信システムの遅延、

大量取引または価格の変動等の多くの要因によって、当社と市場、情報ベンダー、ま

たは同業他社が示す価格とに差が生じる場合があります。また、当社は上記価格が取

引を広く行う市場での取引または流通価格であることを保証、表示または黙示いたし

ません。 

 

4-2. 注文実行 

当社は、当社の独自の裁量により、取引システムを通じて受けた顧客の指示に従い顧

客からの全ての注文を執行します。当社のシステム上で表示した価格と異なる価格を、

市場が示した場合には、当社は、市場価格または市場価格に近い価格で取引を実行

するよう尽力します。当該市場価格は、顧客明細書に最終的に示される価格となりま

す。これは、顧客の確定損益及び未確定損益に悪影響を与える可能性もありますし、

与えない可能性もあります。本契約に基づき当社によって実行される全ての取引は、

当社が相対当事者となります。顧客は、当社が、取次者、仲介人、代理人及び顧問と

してこれらの取引を行うものではないことを了承し、理解し、かつ同意します。本条の

みならず、顧客は、当社が成行注文以外の注文全てが当社によって受諾されること、

並びに、適宜修正される本契約に則って「最大限の努力」に基づき引受けられることを

了承し同意します。 

 

4-3. 注文送信 

当社は、通信設備の破壊、故障または誤動作により、取引システムを経由しての注文

発注の遅延並びに当社の重大な過失の直接的結果以外を起因とする顧客の損失、

損害、費用、請求、課金、賦課または弁護士報酬を含む支出一切に対して責任を負

わないものとします。 

 

4-4. ポジション及び取引制限 

当社は顧客が顧客の口座において約定または保有するオープン・ポジションの数を制

限する権利を有します。当社は、当社の独自の裁量により、新規約定または、オープ

ン・ポジションを増やす等の顧客の指示又は注文の受諾を拒否する権利を有し、顧客

は当社によるこれら行為につき了承します。 
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5. 証拠金条件 

顧客は、現金もしくは当社が指定するその他の形態での預託金を、適宜要求する条

件または制限の下で口座内に預託しこれを維持するものとします。顧客の口座は、当

社の管理の下に置かれます。当社は、顧客に対する事前の通知なしにいつでも、証

拠金条件を変更することができ、(ⅰ)顧客の余剰証拠金残高が当該口座に適用され

る維持証拠金を下回った場合はいつでも、または(ⅱ)当社の独自の裁量により望まし

いと判断した場合にはいつでも、追加証拠金を請求することができます（「証拠金請

求」）。また、当社は、第 9 条に基づき、顧客の口座をいつでも清算することができます。

加えて、当社は (ⅰ)必要とされる証拠金と同額または当該証拠金を超過する預託証

拠金を確保するために、並びに、(ⅱ)顧客の口座に関する手数料及び費用を含む、

当社に対する支払債務に充当するために、通知なしに、顧客の口座から資金を引き

出すことができます。顧客が当社に対し証拠金、担保、契約またはその他の資産を購

入者に売却するよう指示する場合において、顧客が当社に当該資産を引渡さないこと

が理由で、当社が当該証拠金、担保、契約またはその他の資産を購入者に引渡すこ

とができない場合には、当社は、当該引渡を行うために必要な証拠金、担保、契約ま

たはその他の資産を借入または購入することができ、顧客は、本契約により、当社が

被る可能性がある責任、損失、損害、課金、賦課、弁護士費用を含む費用または支出

から当社を保証し、免責することに同意します。なお、当社は金融商品取引法第 2 条

第 8 項第 4 号並びに同条第 22 項で規定された店頭外国為替証拠金取引をはじめと

する店頭デリバティブ取引について、顧客から受領した証拠金を、適用法規制等の定

めるところにより、証拠金保全を目的として信託会社に信託します。信託の受託者の

報酬等の信託費用は当社の費用負担とされていますが、信託の解約時に委託者の

支払額が受託者に支払うべき信託費用額に不足するときは、受託者の預かり信託財

産（すなわち預り証拠金額）から差し引いて支払われます。また、顧客及び顧客の行う

取引にかかる情報が当該信託会社及び当社と信託会社間の信託契約において指定

された受益者代理人に、信託の目的を達成するに必要な限度で開示され、利用され

ることにつき、顧客はここに同意します。 

6. 担保契約 

6-1. (１）顧客が当社に保有する口座内に発生するまたは存在する債務もしくはその

他履行義務、（2）本契約下での口座、契約その他取引行為に対し顧客が債務保証を

行った結果発生または存在する債務もしくはまたはその他履行義務等（これらを含む

がこれらに限らない）の常時保証のために、顧客は i）当社に開設している全口座（口

座内のオープン・ポジションを含む）、ii）顧客が当社に対する債務またはその他義務

履行の保証のため当社に差し入れたか、保全を含めたあらゆる目的のため当社の占
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有管理下にある顧客口座内の全契約（口座内のオープン・ポジションを含む）とその権

利並びに現金を含む資産、iii）上記に関連する契約並びに利益（i，ii，iiiを総称し以下

「担保」）に対し当社へ相殺並びに担保設定権を付与することを誓約します。 

 

6-2．当社はその独自の裁量と必要に応じて顧客に事前通告なくいつでも担保の一部

または全てを処分（契約や資産の売買を含む）して顧客の債務またはその他履行義

務に割り当てることができるものとし、この場合は担保が差し入れられている口座以外

の口座または契約において発生するまたは存在する債務やその他履行義務にも当社

の独自の裁量と判断で当該担保を割り当てることができます。また、割り当てにおける

対象指定と割り当て順序は当社の裁量と判断により決定されます。 

 

6-3. 当社は、担保返還、処分差し止め他その内容や性質の如何を問わず顧客から

の請求または顧客の権利による制限を受けずに、当該担保に対して売却、担保（再）

設定、流用（転担保）、投資、当社が預託保全管理する他の資産及び担保との混蔵他

（契約を当社に対する融資の担保にする場合も含まれるがこれらに限らない）の使用

権並びに当社または当該担保の保管者または名義人名による当該担保の登録権を

有するものとします。 

 

6-4．顧客が当社に対する債務決済他の履行義務完遂まで、条件の有無または保管

に関する規則を問わず、また本契約第 9 条適用の場合においても、当社は顧客の預

託資産に対し一般先取特権を有するものとします。なお、当該先取特権は顧客の債

務完済に関わらず効力を有するものとします。 

 

6-5．当社が本条規定の権利行使を行わなかったことは、将来における当社の当該

権利行使を放棄したとは見なされず、顧客は、当社は取消不能条件で顧客の代理人

として選任され、当該担保に関して当社の利益並びに権利の明示と保護のため顧客

に事前の通告なく、顧客の代理としてあらゆる文書の作成・送付・通知の他貸付証書

の作成・送付・保管を含めた必要かつ望ましいと見なす行動を取ることを承認するもの

とします。 

 

6-6．適格担保と見なされ当社に差し入れられた当該担保が本契約第 5 条に関連し

た証拠金預託義務を含め、顧客の当社に対する債務またはその他履行義務保証に

不十分となった場合、顧客は当社からの要求があり次第不足分全額を直ちに払い込

むものとします。 
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7. 反対契約の更新 

原則として、同一の決済日に、同一の取引の売買に関して全部または部分的に定め

る 2 つまたはそれ以上のオープン・ポジションが相対状態で顧客口座に存在する場合

には、当該ポジションは対当する取引数の限度において自動的に相殺され、関連契

約に基づく関連通貨に関して支払われる金額間において正味差額のみを決済する義

務及び／または引渡可能な関連通貨の数量間における正味差額のみを決済する義

務に取って代わられるものとします。 

8. 決済日、ロールオーバー 

顧客の保有するオープン・ポジションについては、反対取引の指示が無い場合、日付

変更時点（米国東部時間午後 5 時）までに決済されない場合は、顧客のリスク及び計

算において、オープン・ポジションの全てがロールオーバーされます。また、提供商品

によっては前項が適用されることなく、別途定めた条件下で（本契約第 9 条とは関係な

く）当社により損益の発生を伴う強制決済が執行される場合があります。顧客のオープ

ン・ポジションのロールオーバー、相殺または決済に関する条件及び／または方法は、

市場環境に伴い変化することがあり、顧客の口座における最新の残高に関連して顧

客毎に異なることがあります。 

9．口座の清算及び残高不足 

9-1．顧客に以下の事由が１つでも発生した場合、「期限の利益喪失事由」として顧客

は当社からの催告および通知の有無にかかわらず、口座内に存在する取引の未約定

注文の取消並びに本契約により保持している取引のオープン・ポジションを顧客の勘

定で決済し、本契約を終了させなければならないものとします。 

（1）支払の停止または破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、整理開

始もしくは特別清算開始の申立があったとき。 

（2）手形交換所の取引停止処分を受けたとき。  

（3）顧客の当社に対する取引に係る債権またはその他一切の債権のいずれ  

について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 

（4）顧客の当社に対する取引に係る債務について差し入れている担保の目的

物について差押、または競売手続の開始があったとき。  

（5）外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当または類する事由に該当し

たとき。  

（6）住所変更の届出を怠るなど顧客の責めに帰すべき事由によって、当社に顧

客の所在が不明となったとき。 

（7）本人死亡、または民法第 30 条が適用された場合。 
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（8）本人が成年被後見人、被保佐人あるいは被補助人であった場合。または心

身機能の低下その他の理由に伴い、取引の継続が著しく困難または不可

能となったとき。  

9-2．下記事由が 1 つでも発生し場合、当社は「期限の利益喪失事由」を顧客に対し

請求する権利を有するものとします。その場合、顧客は当社からの催告、通知を以て

本契約により保持している取引のオープン・ポジションを顧客の勘定で決済し本契約

を終了させなければならないものとします。 

（1）顧客の当社に対する取引に係る債務またはその他一切の債務のいずれかにつ

いて一部でも履行を遅滞したとき、またはその一部または全ての履行を拒否（顧

客の口頭による表明または当社が顧客との折衝に基づきそう判断した場合を含

む）したとき。  

（2）顧客の当社に対する債務（ただし、取引に係る債務を除きます。）について 

差し入れている担保の目的物について差押、または競売手続の開始（外国の法   

令に基づくこれらのいずれかに相当または類する事由に該当した場合を含みま 

す。）があったとき。 

（3）顧客が当社との本契約並びに関連説明書等記載条項またはその他一切の取引

もしくは契約のいずれかに違反したとき。  

（4）顧客が当社に登録した住所、電話(FAX)番号、電子メールアドレスへの連絡が不

能となり顧客口座の管理維持に著しい支障をきたした場合。 

（5）本項前（1）～（4）ほか債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合 

9-3．顧客の証拠金が不足する場合、または、市場環境その他に関わらず顧客の口座

を保全するための預託担保が不十分であるとの当社が判断した場合、もしくは当社の

独自の裁量により、顧客の口座の保護において適切と判断するその他の状況または

進展があった場合には、当社は、その独自の裁量により下記を単独または全てもしく

はその一部分を行う権利を有するものとします。 

(1)当社が保管もしくは管理している顧客の資金または資産を、主たる債務または保

証債務に関わらず顧客が当社に対し負っている債務に充当すること。    

(2)顧客のために占有もしくは保有するあらゆる全ての契約及び有価証券もしくはそ

の他の資産を売却処分すること。 

(3)顧客によってもしくは顧客に代わって行われた全ての未決済注文もしくは契約も

しくはその他の取引もしくは約定を取消すこと。 

当社は上記の手段を、証拠金または追加証拠金を請求することなく、また顧客及び顧

客の法律上の代理人、相続人、遺言執行者、遺産管理人、受寄者、受遺者、継承人
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もしくは譲受人に対する売買またはその他の事前の通知なしに行う権利を有するもの

とします。また当社が上記手段を執行するに際し事前に顧客に請求または通知を行っ

たとしても、上記に規定された「請求または通知なしに将来の何れかの時点において

売買する」という当社の権利を放棄したとはみなされないものとします。 

 

9-4．本条に則して顧客の売り越しまたは買い越し等オープン・ポジションを清算する

場合、当社はその独自の裁量及び判断により売り買い両方のオープン・ポジションを

相殺すること並びにまたは顧客口座内に存在するオープン・ポジションの減殺または

保護のための手法を以って新規売買、清算充当のための顧客の差し入れ担保処分

及び外貨資産の（当社の任意の通貨への）転換を含めた売買を行うことができます。

その際行われる売買及び外貨資産の転換レートは取引が一般に行われている店頭市

場、銀行間市場または個別の入札または売買にて当社の判断と裁量により執行され

ます。なお、当社が執行した一部またはすべての売買に関して顧客の返還もしくは取

消請求権は適用されないものとします。 

9-5．顧客は当社から請求があった場合には、その請求日中に顧客の口座の不足額

を支払う義務があります。また、あらゆる場合において、顧客は自身または当社が顧客

口座のポジションの全部または一部を清算したときは、顧客は当該口座に存する不足

額を支払う義務があります。また上記期限までに当社による支払いの確認ができなか

った場合、当該不足額は未払金となり延滞金利が発生するものとします。延滞金利の

決定は本条次項に準拠するものとします。 

9-6．上記の清算により確定した得られた金額が顧客の当社に対する債務の全額に満

たない場合、顧客は、当社からの請求があればその請求日中に、弁護士費用、証人

の費用及び旅費等、債権回収に要した費用を含みこれに限定されない、不足分その

他未払債務を含む全額並びに、これに対する利息として当社の主要取引銀行が一般

に適用する金利に 3%を加えた利率か、法律で認められている上限利率の何れか低い

方を適用して計算した額を支払わなければなりません。当社が顧客の口座に関連して

不足額の回収以外に費用を負担することとなった場合には、顧客はその費用も当社

に支払うことに同意します。 

9-7．本条は本契約が締結され効力を有した日以降の当社と顧客との間での成立未

成立を問わず全ての取引に適用されるものとします。また、本条に従い清算が行われ

るとき、顧客への清算金が発生した場合の支払いを除いた当社の顧客に対する義務

は自動的に消滅します。 

 



顧客取引契約書（店頭外国為替証拠金取引用）10 
 

10. 手数料 

10-1. 当社は取引において取引手数料の課金は行いません。口座維持のため、長

期間稼働していない顧客の取引口座に対し口座管理料として月額 2,100 円（消費税

含む）を課金させていただく場合があります。 

 

10-2. 口座管理料課金対象口座  

上記口座管理料は、口座残高が 5 万円未満で、且つ計算基準時点より過去 180 日間

以上お取引及び保有ポジションのない取引口座に対し課金させていただきます。 

なお、計算基準日は毎月第一金曜日ニューヨーククローズ時とさせていただきます。 

 

10-3. 手数料（口座管理料）の徴収について 

口座管理料はお客様の取引口座より引落しをさせていただきます。またお客様の口座

残高が口座管理料に満たない場合には、口座残高の範囲内で徴収させていただきま

すので、お客様の取引口座の残高が 0 円未満になることはなく、別途お客様に支払い

義務も発生いたしません。 

 

10-4. 電信送金手数料他顧客預託金の入出金に関連した銀行手数料等を課金する

場合があります。また、当社は事前に予告なく取引における手数料の課金を含めた手

数料体系を変更する権利を有します。上記手数料は、本契約に基づく当社によるサ

ービスの提供から将来的に生じる報告書手数料、注文取消手数料、口座振替手数料、

電話注文手数料、銀行間市場の業者、他の銀行、市場管理者もしくは規制当局もしく

は自主規制当局が課す費用、付加サービスに対する追加費用を含んでおり、将来に

おいての口座維持費用も含まれます。 

11. 外国人口座 

顧客が日本に居住されていない場合、顧客は政府機関、公的機関若しくは当社が報

告義務を持つ監督機関の指示により当社に特別な情報の提出の命令または要請（左

記だけに限らず）に応じることに同意するものとします。情報の提出命令が発令された

場合、当社またはその代理人は、情報請求をしている政府機関または管轄機関によ

って要求された情報を当社に提出する必要があります。さらに、当該情報の提出が行

われなかった場合、顧客は新規取引を行うことができない場合があります（取引の結了

を除きます）。外国人口座の顧客は、取引を承認される前に本人を証明できる公式文

書をコピーして提出ください。また日本国内居住者である外国籍の顧客の場合は、法

令に基づき、本人確認書類として住民票の写し(原本)等の提出が必要になります。 
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12. 明細書及び確認書 

オンラインで実行される取引は、取引時点においてオンライン上で確認されます。顧

客の口座明細、取引明細、持高、注文確認並びに履歴、持高繰越履歴、確定損益、

証拠金残高等を記載した書面（以下「確認書」）について、取引システムを通じて確認

された注文並びに約定及び当該約定の結果確定した証拠金残高については直ちに

正しいものとみなされ、最終的なものとして確定し、顧客はその内容に拘束されます。

顧客は、取引後 2 営業日以内であれば確認及び明細書について異議を唱えることが

でき、全ての異議は、書面または電子メールで行われるものとし、誤りを特定する十分

な情報も記載されている必要があります。書面（郵便・ファクシミリ）の場合は〒

103-0022 東京都中央区日本橋室町 4-4-10 東短室町ビル 3Ｆ、ファクシミリ番号 

03-5205-6162 へご連絡下さい。電子メールの場合は jpclientservices@forex.com へ送

信または送付されなければなりません。（いずれの場合も、当社が当該異議の受領を

確認した場合において有効とみなされます）。異議を唱えなかった場合または異議に

対する当社から回答の後2営業日を経て顧客が再度異議を唱えなかった場合もしくは

新規取引を行った場合には、当該報告書の顧客による受領に先立ち、当社もしくは当

社の代理人によって取られた全ての行為が顧客により承認されたとみなされるものとし

ます。確認書を顧客が受領することを怠った場合でも、本契約において定められる異

議を唱える義務から顧客を免責するものではなく、顧客は確認書の内容に拘束されま

す。顧客は、顧客が真正と信じる（当社からの）口頭による情報が顧客自身の有する情

報と相違する場合は直ちに当社に知らせることに同意します。顧客は、顧客の利益と

なるか損失となるかどうかにかかわらず、誤りは訂正されなければならないこと並びに

訂正された結果に基づき顧客の口座残高に記帳されることにつき、理解し、了承し、

かつ同意します。 

13. 通知 

当社からの報告書、明細書、通知等は、 (ⅰ)当社のウェブサイト上への掲載、または、

(ⅱ)当社の記録に記載された顧客の現行住所宛への郵便もしくはファックス、電子メ

ールその他の配達サービスによる送付により、顧客に通知されます。顧客は、顧客の

住所に変更があれば、直ちに、電子メールにて jpclientservices@forex.com まで、また

は、〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 4-4-10 東短室町ビル 3 階の当社クライ

アントサービス宛に郵便またはその他の手段により当社に通知しなければならないも

のとします。また、顧客は、他人の電子メールアドレスを自らのものとして登録できない

ものとします。顧客は、万が一、顧客が善意または悪意とにかかわらず、他人の電子メ

ールアドレスを登録した結果、当該顧客に係る個人情報が他人に閲覧された場合に

生じたいかなる損失についても、当社は一切その責めを負わないことを理解し、同意
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します。更に、顧客は、当社が当該状況を確認した場合であって、当社が本人確認書

類の再提出及びメールアドレスの変更を顧客に求めた場合、その求めを拒否しないこ

とに同意します。当社によって送付される全ての通知は、顧客が実際に受領したかどう

かにかかわらず、及びウェブサイトによる場合も顧客が当該サイトにアクセスしたか否

かに関わらず、当社により顧客が受領または閲覧可能となった時点で、または、顧客

へ送信においては（インターネット・サービス・プロバイダー等の）送信代理人によって

受領された時点で、有効とみなされます。顧客により送付される全ての通信は、当社に

よって受領されるまでは、有効とはみなされません。 

14. 当社の責任 

14-1．当社は、下記に起因する顧客からの直接的並びに間接的債務、請求、損失、

損害、（公租公課を含む）課金、費用（代理人、弁護士に対する費用を含む）一切（本

条において以下「損害」）に対し無条件で免責されるものとします。 

(1)自然災害、国情不安、内乱、暴動、同業罷免、戦争、政府機関（公共機関

を含む）または国際機関の決定または命令（為替管理、没収、国有化、評価

切下げを含みこれらに限定されません。）、取引所並びに清算機関（取引のカ

バー先としてですがこれらに限定されません）の決定または命令もしくは規則

の改変、当社加盟の自主規制団体の決定・勧告または命令による当社の本

契約記載の顧客に対する義務の一部またはすべての不履行に起因する顧

客の損害 

(2)火災、事故、通信・電力供給障害、コンピューター・通信機器(関連周辺機

器も含む)の故障または機能不全及び誤動作に起因する顧客の損害 

(3) 当社、当社カバー先または提携第三者のシステム、ソフトウェアの故障、

誤作動に起因し発生した顧客の損害 

(4)第三者が提供するシステム、ソフトウェアの故障もしくは誤作動等に起因し

発生した顧客の損害 

(5)取引システムを顧客が自身で改変した場合、または取引システム内に顧客

がソフトウェアまたはプログラム、コンピューター、通信ネットワークシステム及

び機器その他を（改変を含めて）別途搭載、移植、追加、作成、連結または取

引システムにそれらを併設にしたこと並びにそれらを使用して取引を行ったこ

とに起因して発生した顧客の損害。 

(6)顧客が取引システムを利用または経由して行った、または当社が本人確認

等正規の手続きを経て受諾し執行した顧客の指示（口座内からの出金、書面

発行、取引システム使用時のパスワードの再発行を含むがこれらに限らない）
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及び顧客の過失による取引 ID 及びパスワードの漏えい（本契約に違反して

意図的に第三者に供与した場合も含む）に起因して発生した顧客の損害 

(7)顧客が本契約若しくは取引の内容又は取引方法について誤解し又は理解

不足であったことにより生じた損害  

(8)顧客から届出事項若しくはその変更について届出がないことにより、顧客

の取引注文を受け付けず若しくは執行せず、又は預託された金銭等を返還

しなかった場合  

(9)やむを得ない事由または当社の責めに帰さない事由により、取引及び取

引に係るサービスが停止し又は中止されたことにより生じた損害 

(10)不可抗力を含め上記以外に発生した当社の責めに帰さない顧客の損害 

 

14-2．前項(5)に関して、当社は顧客が改変した取引システム並びに顧客により取引シ

ステムに搭載、移植、追加、連結、併設、作成、利用するシステム、ソフトウェア、プログ

ラム、コンピューター、通信ネットワークシステム及び機器及び顧客の保有するコンピュ

ーターに関して顧客のあらゆる問合せ等に対し質疑応答、助言または支援を行う義務

はなく、それらに関して当社が顧客の要請に対して表明した、一般的に広く周知され

ているまたは初歩的技術情報並びに意見に起因して発生した顧客の損害に対して当

社は免責となるものとします。また、本取引と直接関係のない各種ソフトウェアが搭載さ

れている顧客の使用するＰＣと当社が配布するソフトウェア、プラットフォーム等との親

和性についても当社はいかなる保証を行わず免責となるものとします。なお、顧客によ

るそれらを使用しての取引の実行が当社または当社カバー先、親法人、提携先が保

有するコンピューター、ソフトウェア、通信機器、プログラムに対し損害を与えた場合、

または当社がその可能性があると判断した場合、事前通告なく当該顧客の取引システ

ムへのログイン停止並びにオープン・ポジションの強制決済を伴う取引の停止、または

当社による本契約第 19 条に準拠し本契約を終了する権利を有するものとし、それに

起因して発生した顧客の損害に対し当社は免責されるものとします。 

 

14-3．当社と顧客が注文発注（注文の変更及び取消を含む）または指示（本項におい

て以下「取引指示」）を電話による会話を介して行う場合、顧客は下記における顧客の

取引指示の執行結果と執行拒否、並びにそれら結果に起因して発生する顧客の損害

に関し当社が免責となることを無条件で受諾承認するものとします。 

    (1)当社の電話による提示価格（売買値）並びにその他条件が取引システム 

使用による場合として当社が Web ページ他で公示している提示価格並びに条

件と異なる場合 

(2)当社（当社カバー先、提携先、取引所を含む）による顧客への価格提示の 

瞬間または顧客が売買を指示（売買指示直後の取消指示を含む）した同時もし
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くは直後に価格変動で提示価格が無効または再提示、もしくは約定自体が無効

（または取消不可）となった場合 

(3)カバー先、提携先または取引所が価格を市場環境、適用法規制等またはそ

の他の理由により価格を提示しない、もしくはできない場合、または当社が上記

の理由から顧客の取引指示を拒否した場合 

(4)当社が、顧客から電話による依頼を受け取引システムを顧客に代わり使用し

取引指示を執行した場合、その約定結果が執行時点における他業者または情

報サービス機関・業者の提供価格記録と異なった場合、また顧客の取引システ

ムのレイアウト並びに表示等が当社による代行使用前後で異なった場合 

(5)顧客が自身の複数の個人情報、顧客 ID、注文番号のいずれかを正確に当社

に伝えることが出来ず、当社が顧客の取引指示を拒否した場合 

(6)顧客は当社に取引指示の明確な詳細及び意思を伝えなければならないもの

とし、その明確な詳細及び意思を伝えず、または当社に正確に伝わらず当社が

顧客に代わり取引指示を執行した、もしくは執行を拒否した場合 

(7)顧客の取引指示が、適用法規制等に違反しているか複雑かつ当社または顧

客の損害の危険が伴う理由から当社がその執行を拒否した場合 

(8)上記以外に当社がその独自の裁量と判断により顧客の取引指示を拒否した

場合 

 

14-4 顧客は、本契約第 19 条に従い終了した後、速やかに当社より提供または貸与

された取引システムの当社への返還もしくは顧客の使用機器（PC、携帯電話またはそ

れらに準じる機器等）からの除去を行わなければならないものとします。また、顧客は

正当性や合理性を欠く本条遵守不履行により、当社並びに当社カバー先及び提携第

三者が被る損害と原状復帰に対して本契約第16条が適用されることに同意するものと

します 

 

15. 知的財産権及び機密保持 

当社の取引システムにおける全ての著作権、商標権、企業秘密及びその他の知的財

産権は、常に、当社及び当社カバー先または提携第三者の排他的財産であり続ける

ものとし、顧客は、本契約に規定された取引システムにアクセスしこれを使用する権利

を除き、取引システムにおける権利または権益を有しないものとします。顧客は、取引

システムが当社及び当社カバー先または提携第三者にとって極秘であること並びに相

当の技術、時間、尽力及び資金をかけて開発したものであることを認識しており、且つ

了承します。顧客は、取引システムへのアクセスをその必要がある顧客の従業員及び

代理人にのみ限定することで当社並びに取引システムに関連した当社提携先の機密



顧客取引契約書（店頭外国為替証拠金取引用）15 
 

を保護します。顧客はまた、取引システムから派生もしくは関連するどのような情報も

第三者に公表、頒布またはその他情報を利用することはできません。顧客は、取引シ

ステムの著作物を複製、改変、逆コンパイル、リバースエンジニア、派生品の製作等取

引システムが操作される方法においてこのような行為を行ったりしません。 

16. 補償 

顧客は、(i)本契約に基づく顧客の義務を完全かつ期限までに履行しなかったこと、(ii)

本契約並びに関連説明書等の全てまたは一部に違反したこと及び(iii)何れかの時点

において虚偽または不正確な表明及び保証を行ったことに起因して、当社及び当社

カバー先または提携第三者が被った全ての債務、請求、損失、損害、課金、弁護士

費用を含む費用並びに支出を補償しかつ免責とすることに同意します。顧客はまた本

契約並びに関連説明書等の各条項規定、その他合意事項及び顧客の当社への支払

清算の義務履行及び本契約に基づくオープン・ポジションを含めた取引決済におい

て、当社が被ったあらゆる全ての請求、損失、損害、課金、債務、弁護士費用を含む

費用並びに支出を当社に直ちに支払い清算することに同意します。なお、上記補償

額は当社がその独自の裁量と判断により決定した料率と計算方法に拠るものとします。

また、本条の執行は本契約第 6 条並びに第 9 条における当社の権利を毀損するもの

ではありません。 

17. 守秘権：顧客情報の開示 

当社は、当社の銀行もしくは信用関係を含む、顧客に代わり実施する当社の通常の

事業過程において要請される当社の役職員、代理人（店）、提携者に対する場合をは

じめ当社の個人情報保護方針に規定されている場合を除き、当社の顧客及び／また

は見込み顧客に関する情報を、顧客の事前同意なく売却、開示、第三者との共有ま

たは第三者への提供を行いません。当社はまた、顧客及び顧客の取引に関する情報

を、当該情報に対する要請に応じて、所轄官庁及び法執行機関に対し開示すること

ができ、更に、裁判所命令または罰則付召還令状に応じて、顧客及び顧客の取引に

関する情報を開示することができます。なお、当社は本契約第 3 条第 8 項に従い将来

において当社の業務の承継者に対し顧客の情報を開示する場合があります。 

 

18. 修正 

顧客は、当社が、いつでも、本契約を修正または変更できることを理解並びに了承し、

これに同意します。当社は、ウェブサイト上に修正もしくは変更についての掲載または
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顧客に電子メールを送付することによって、当該修正または変更を顧客に通知します。

顧客は、当社がウェブサイトに当該修正もしくは変更についての通知掲載日から 10 日

後、または当該通知掲載後 10 日以内に顧客が新規注文発注または取引を行った場

合、その時点で当該修正または変更を同意しその条件に拘束されることに同意します。

顧客が、変更または修正に反対する場合には、顧客は、当該修正または変更の通知

がウェブサイトに掲載された日から 10 営業日以内に顧客の勘定で自身の取引口座内

のオープン・ポジションを清算し当社に契約終了に伴う指示を行うことに同意します。

または、当社もしくは当社の代理人が何らかの一連の機会において本契約に基づく当

社の権利を主張しなかったとしても、当社が、本契約に基づく当社の権利を放棄また

は修正したとみなされることはありません。また、当社が口頭で、本契約の条項と矛盾

する内容の同意または指示をしたとしても、本契約の条項を変更したものとはみなされ

ません。 

19. 終了 

19-1 本契約は、顧客又は当社により終了されるまで効力を有し続けるものとします。 

(i) 顧客が提供取引のオープン・ポジションを有さず、且つ顧客が当社に対するいか

なる債務も負っていない場合であって、(ii) 口座解約届にて 103-0022 東京都中央区

日本橋室町 4-4-10 東短室町ビル 3 階 ゲインキャピタル・ジャパン株式会社 クライ

アントサービス宛に郵便、FAX 又は画像添付メールのいずれかにて当社宛に 3 日前

の書面による通知を行った場合であって、さらに、(iii) 当社が当該口座解約届の受領

を確認した場合には、顧客は、本契約を終了させることができます。 

 

当社は以下の事由発生時に、当社の独自の裁量と判断により、顧客に事前の通知な

くいつでも本契約を終了させる権利を有するものとします。この場合、当社は顧客取引

契約書第 9 条各条項に則して、顧客の勘定で顧客のオープン・ポジションの強制決済

を執行する権利を有するものとします。 

(1) 顧客が法令等または顧客取引契約書、その他関連する規定に抵触・違反したとき

または抵触・違反したと弊社が判断したとき 

(2) 本契約第 9 条適用の場合または顧客が第 25 条の 25-1 に規定された禁止行為に

抵触したまたは抵触したと弊社が判断したとき 

(3)本重要事項説明および顧客取引契約書に顧客が同意しないとき 

(4) 顧客が当社に対する届出事項について虚偽の届出を行っていたときまたは当社

が虚偽の届け出あると判断したとき  
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(5) 顧客が当社（当社の関連会社並びに業務を委託している相手方を含む。）の名誉

又は信用を毀損したと当社が判断したとき  

(6) 顧客が当社（当社の関連会社並びに業務を委託している相手方を含む。）の業務

の運営又は維持を妨げていると当社が判断したとき  

(7) 顧客が反社会的勢力の団体及び団体員並びに団体関係者に該当すると当社が

判断したとき  

(8) 顧客からの預り資産の全部又は一部が、犯罪行為によって不正に取得した疑い

があると当社が判断したとき  

(9)顧客から非居住者になる 旨の届出があったときまたは非居住者であると当社が判

断したとき 

(10) 顧客の取引方法や取引数量等を鑑み、顧客のご注文を当社で許容できないと

判断したとき  

(11) 顧客の取引口座が他人名義もしくは架空名義で開設されていると当社が判断し

たときまたは他人に名義を貸す行為（＝お客様が開設した口座を他人に利用させる行

為）等、なりすましに関与していると当社が判断したとき 

(12) 顧客の開設口座のお取引及び全ての残高がなくなった後、相当期間が経過した

とき  

(13) 前各号の他、やむを得ない事由等により、当社が取引を継続することが不適切で

あると認めたとき  

(14) 顧客の取引方法または手段(取引に使用するプログラム、ソフトウェア、システム、

機器または装置を含む)が当社並びに当社カバー先、提携先のシステム、機器他に障

害を与えるまたは当社がその可能性があると判断した場合 

(15) 口座開設完了日以降 120 日以上お取引口座にお取引や入出金がない場合 

（注）口座開設後 120 日間、取引がない状況が継続した場合において、たとえ入出金

のみが発生したとしても、当社はその独自の裁量で本契約を終了する権利を有するも

のとします。 

(16) 価格配信のレイテンシー等を利用した取引を行なったと当社が判断した場合※

上記事項を調査する期間において、当該顧客の取引を制限することがあります。 
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(17) 以下（a）または(b)の場合、直ちに契約終了となるわけではありませんが、お取引

の再開をご希望の場合は、別途手続きが必要です。 

（a）FOREXTrader口座：残高が0円になった時点から240日が経過するとお取引口座

へのログインができなくなります。ただし顧客のリクエストにより再度ログインできるよう変

更が可能です。 

（b）MetaTrader4 口座：残高が 0 円になった時点から 240 日が経過するとマイアカウン

ト及び MetaTrader4 が無効になります。 

(18) 顧客の氏名若しくは名称、住所若しくは事務所の所在地、電話番号、E メールア

ドレスの変更・廃止等により、顧客が当社からの電話、メールを受領できない状態であ

る場合。 

(19) 顧客が当社ホームページに掲載するお知らせをご確認いただけないと当社が判

断した場合 

(20) 顧客が死亡したとき。心身機能の重度な低下により、本取引の継続が困難または

不可能となったとき 

(21) 支払いの停止、私的整理手続又は破産、会社更生手続き等の事由により、顧客

が支払い不能になったときまたは支払い不能になるであろうと判断できるとき 

何れかの当事者による終了は、本契約規定の双方の権利義務を毀損するものではな

く、事前に締結した契約又はその他の取引に影響を及ぼさないものとし、本契約に定

められた義務について当事者を免責しないものとし、また、不足額に起因するいかな

る債務からも顧客を免責しないものとします。尚、本条に従い契約が終了となった後、

適用法規制により規定された事項を除き本契約に基づく当社の顧客に対する義務

（債務並びに関連事項を除く）は自動的に消滅します。 

19-2 顧客との間の本取引を解約する場合において、顧客が当社と行う本取引のポジ

ションが残存するとき、または顧客の当社に対する債務が残存するときは、残存するポ

ジションを反対売買により決済した上で、当社と顧客の間の債権債務を清算するもの

とします。  

19-3 前項の場合に、特別に発生した諸費用は顧客がその都度当社に支払うものとし

ます。 
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20.合意 

口座開設申込書と共に本契約並びに関連説明書等は、両当事者の最終的な合意を

包含するものであり、書面及び口頭を問わず事前のあらゆる合意に優先されます。 

21. 記録 

顧客は、顧客と当社並びにその役職員及び代理人（店）を含む関係者との間における

あらゆる全ての会話は、当社の独自の裁量と選択により、自動音声による警告が事前

になされるか否かにかかわらず、録音されることがあることを了承し、これに同意します。

また、顧客はこうした録音テープ及びその録音テープの会話を記した記録が、顧客と

当社間での紛議発生の場合、顧客と当社を当事者とする紛争または手続において、

何れかの当事者により証拠として用いられることに同意します。 

22. 拘束力 

本契約は、口座の開設時期やまた、当社、当社の継承人、譲受人または関係者の異

動にかかわらず、継続して効力を有し、顧客が当社に有する全ての口座に、個別にも

（複数の口座を保有している場合は）包括的にも適用されます。本契約は権限を付与

する条項も含め、事業承継、譲渡、合弁その他いかなる事由を問わず、当社並びに当

社の継承人及び譲受人の利益のために適用され、顧客及びその代理人、相続人、遺

言執行者、遺産管理人、受寄者、受遺者、法定代理人、継承人及び譲受人を拘束し

ます。 

23. 準拠法及び合意管轄 

本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に基づき解釈されるものとします。本契約に

関する一切の紛争については、当社の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専

属的管轄裁判所とすることに合意します。 

24. 承諾 

本契約は、顧客により申請または署名された口座開設申込書が当社によって受領、

承認されるまで、当社によって承諾されたとみなされることはなく、従って、顧客及び当

社間における契約としての効力を有しないものとします。 

25．禁止事項 

25-1 顧客は、当社との店頭外国為替証拠金取引において、各号に定める行為を行
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ってはならないことに予め承諾することとします。 

なお、顧客の行為が禁止行為に該当するかの判断は当社が行い、顧客は当社の判

断に従うこととします。  

a. 当社がサーバー上で提供する取引システムの改変及び提供ツール以外を使用す

る行為、若しくはその疑いのある行為  

b. 取引の如何にかかわらず取引システム又はサーバー等の運用に対して過大負荷

を強いる行為 

c. 取引システムで通常実行できないような取引を行う行為 

d. 顧客と当社の間で交わされた電子メール、電話、書簡等の内容を当社の書面の同

意を得ずに公開、複製、転載、再配布、販売する行為 

e. 当社の役職員（当社の関連会社並びに業務委託の第三者を含む。）に対する暴言、

恫喝、脅迫、虚言、誹謗中傷、名誉を毀損する言動、業務を妨害する行為  

f. 取引システムの脆弱性、当社又は顧客の通信機器、通信回線、システム機器等若

しくはインターネットの脆弱性、インターバンク市場等の混乱等を利用して不当に利益

を得ようとする行為 

g. 当社価格配信のレイテンシーを利用し利益を得ようとする行為 

h. 過度な投機的取引を行う行為 

i. 短時間での注文を繰り返し行う行為 

j. 取引とは関係がないと思われる入出金を繰り返し行う行為 

k. 他人名義（家族名義を含む）で口座開設の申し込みを行うことまたは他人名義の口

座を利用して取引を行う行為 

l. 前各号のほか、当社と顧客または他の顧客との円滑な取引に支障をきたす行為 

 

25-2 顧客が当社と行う取引について、前 25-1 の禁止行為が行われた場合、当社は

事前の通知なく当 該口座を凍結し、過去に遡り約定を無効とすることができるものとし

ます。これにより不足金 が発生した場合、当該不足金について当社は顧客に請求で

きるものとします。また、当該取 引により当社が損害を被った場合は、顧客は当該損

害に対し賠償責任を負うものとします。 なお、当社はいかなる理由であっても、約定

の無効により顧客に生じた一切の損害につき、 顧客に対して何らの責任も負担しな

いものとします。 

 

26. 雑則 

26-1．本契約と適用法規制等との間に矛盾が生じた場合または本契約に規定のない

事由が発生した場合は、本契約は適用法規制等に則するものとします。但し、その場
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合においても本契約記載各事項は許容可能な範囲内で有効とし同様に当社の権利

を毀損するものではなくまた顧客の義務を免除するものではありません。 

 

26-2．当社は法令遵守のために必要と考える作為不作為を行うことができ顧客はそれ

に従うものとします。また、その結果生じる顧客の損害において当社並びにその役職

員及び当社の業務の一部を委託するカバー先、提携先、親法人は免責となるものとし

ます。 

 

26-3．当社が、本契約規定の当社の或る権利行使の遅延または権利放棄は、将来に

おける当社の同権利または本契約規定の他の権利の行使遅延または放棄を意味す

るものではなく、また同様に当社のある権利の行使は別の権利行使の遅延または放

棄を意味するものではありません。 

 

26-4．顧客は、本契約に公租公課が発生した場合は顧客自身の負担で支払うものと

します。 

 

26-5．顧客は、当社が取引に関連して第三者に委託したものも含めて顧客に提供し

た市況分析・予測・データベース等を含めた情報または取引システムを当社の事前の

書面による承諾なく複製、送信、掲載、転載、販売、改造による使用他を行うこと、また

は取引における安全確保の点から当社により禁じられた方法による使用を行ってはな

らないものとします。同時に顧客は当社からの情報または取引システムに関して、その

提供対象者が規定されている場合は、当該情報を規定外の人物、集団または法人に

転送または再配布を行わないことに同意します。また、当社は顧客に事前に通告なく

情報の変更、提供中止・中断・廃止を行うことができます。なお、情報に関しては、事

実の報告を除いてその正確性並びに完全性を保証するものでは無く、特定の顧客に

対し配信されるものではないことを理解し同意するものとします。また、情報に起因し

て発生した顧客の損害に対し当社は免責されるものとします。 

 

26-6．当社は取引における注文受注並びに取引執行及び取引に係る清算（顧客の

指示によるものも含む）のみを行うものとし、特定の取引における効果、利点、税制面

及び投資に関しての助言は行いません。また、当社は提供商品の顧客に対する適格

性について一切の保証を行わないものとします。 

 

26-7．本契約並びに顧客の義務はすべて迅速に履行されるものとします。 

 

26-8．顧客は別途当社との文書または口頭による事前の同意により本契約に則り行
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われる取引に関する代行権を付与することができるものとします。但し、当該執行は当

社の了承の下行われるものとし、顧客は当社による明らかな誤りを除いてその執行結

果及び関連する行為及びその結果を無条件で承諾しなければならないものとします。 

26-9．当社はその独自裁量によって何時でも当社にある顧客口座から、同一顧客の

他の口座へ資金移動をすることができる権利を有するものとします。またこれは当社の

顧客口座への追加証拠金預託請求権並びに顧客のオープン・ポジションに対する強

制決済権を毀損するものではございません。 

26-10．顧客は当社からの市況や電子取引に関する事柄他を含めたあらゆる情報が

提供される場合、それは単に顧客が自身で取引判断を出来るようにするためのもので

あって、その効用や正確性及び利益に対して当社はそれを表明、保証、または約束を

するものではなく、顧客がそのリスクを十分に認識した上で取引の決定を行うことに同

意するものとします。また、顧客はそうした情報が文書で提供される際、提供対象に制

限がある場合は、当社の事前の了解なく当該文書を第三者に配布してはならないもの

とします。 

 

本契約は法律上拘束力のある契約です。付属合意書、関連説明書等並びに本契約

をよく読み、すべての条項に承諾する事を確認の上、口座開設申込をお願い申し上

げます。口座開設申込書に署名、捺印された顧客は、付属合意書及び本契約を全体

的によく読んだこと並びに記載条項のすべてに同意した事を承認することになります。 

以上 

 

平成 27 年 3 月 1 日改訂・施行 

 


